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中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する
事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサー
ビスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相
談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合
言葉に努力しています。サイトに戻る
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2月の税務
12月決算法人の申告　6月決算法人
の中間申告.
平成26年の確定申告は2月17日（月
）～3月17日（月）までとなります
。還付申告は1月1日から5年間受付
ています。改正点は
①生産性向上設備等を取得した場合
の特別償却または所得税の税額控除
は個人事業でも該当する事業の場合
は適用できます。平成26年1月20日
以降の場合は一定の要件のもと取得
価格の合計額を損金に算入できます
②雇用者給与等支給額が増加した場
合の所得税の税額控除の要件が平成
26，27年の場合は前年比2％以上と
なりましたので要件に当てはまる場
合は税額控除制度の適用を考慮しま
す。（所得税の2割を限度）
③ゴルフ会員権が生活に通常必要な
い資産となったため4月以降の損益通
算が不可となりました。
確定申告のため事業所得に必要とな
るものは以下のものです。
①棚卸表（製造建設の場合仕掛原価
も）
②売掛金　未収金　買掛金　未払費
用のわかる資料（〆後含む）
③事業用通帳写し　借入金残高証明
④減価償却資産を取得した場合その
明細（期中売却、除却の確認）
⑤領収書、請求書の写し
⑥保険、年金等の控除証明

2月の労務
　新年、新年度を迎え、従業員の入
退者が増える時期でもあります。
社会保険の加入要件は
正規で働く労働者の所定労働時間の
4分の3以上の労働時間が目安です。
130万というのは扶養に入る目安で
す。　社会保険の調査などでは源泉
の納付書で人数チェックが行われる
ため要件にあてはまる人との整合が
大事です。
雇用保険は31日以上雇用する見込み
のある場合採用の日から
週所定労働時間が20時間以上の場合
　青色事業専従者は雇用保険加入は
できませんが社会保険適用事業所で
あれば社会保険は加入できます。
定年退職で3月いっぱいで退職する人
も多い時期です。現在は60歳以降も
再雇用制度で継続雇用する人も多い
のですがその場合、雇用保険は６０
歳時賃金登録をハローワークにする
ことにより60歳以降の賃金が７５％
未満になると最高支払賃金の１５％
を支給をうけることができます。
　社会保険の場合は60歳以降再雇用
で雇用継続する場合に賃金が減額さ
れ、退職日に同日で取得喪失をして
同日付で新しい報酬月額を適用する
ことができます。
　退職する場合に離職票を希望する
場合は当事務所ではすべて電子で迅
速に離職証明を発行しますので、確
認書、離職者の雇用保険番号、住所
、電話番号をご連絡下さい。

。

事務所近況情報　
　消費税８％対応への切り替えのた
め現在会計ソフト切り替え、購入無
料相談を承っております。
当事務所ではお客様で自計化をして
いただいているお客様につきまして
はＰＣＡ会計か弥生会計を導入して
いただいておりましたが（個人は除
く）基本的に消費税８％対応ソフト
は弥生会計に切り替えを推奨してい
ます。　当事務所ではＪＤＬ、勘定
奉行、旧弥生ソフト、ＰＣＡ会計な
どの他の市販会計ソフトを弥生会計
14に自動変換できるソフトがありま
すのでご相談下さい。

　またインターネットバンキングご
利用のお客さまの給与振込データ作
成、フリーのクラウド会計システム
のご案内（一定の銀行、ソフト除く
）または会計ソフト弥生への自動仕
分け作成につきましても随時対応中
ですのでご相談下さい。　
　現在以下の無料相談会予約受付中
です。
★相続・事業承継相談
★法人なり相談
★個人確定申告駆け込み相談
★就業規則規定作成相談
★社会保険労働保険加入相談
★社会福祉法人　ＮＰＯ法人　新会
計基準導入相談
★給与計算、記帳代行アウトソーシ
ング

今月のお悩み相談
Ｑ　社会保険や労働保険って節約で
きるの？
Ａ　社会保険について年々資金繰り
を圧迫し中小企業にとって悩みの種
になっています。
ここでは合法的に社会保険料、労働
保険料を節約できる案をあげてみま
す。(デメリットもあるため注意）
役員の場合
①事前確定給与の届け出で年1回の賞
与で多くとり月の報酬月額を抑える
②奥様は非常勤にして扶養に入る
③年金がもらえるようになったら報
酬を抑え家賃や配当で収入を得る
従業員の場合
①賞与を年1回にする(限度額がある
ため）
②従業員の雇用から外注化
アウトソーシング　給与の一部歩合
制
③2か月以内の雇用契約
④所定労働時間4分の3未満のパート
有効化
⑤４．５．６月に残業をしない
⑥奇数月に手当てをつける
⑦年4回以上の賞与は給与
⑧少額の賞与相当額は給与に含め
4.5.6月以外に支給する。
⑨給与の中で実費弁償的なものは社
会保険労働保険の対象外
ガソリン代、携帯代　借上げ社宅の
利用など
⑩見舞金、お祝い金　福利厚生など
の利用

ギャラリー
ナビゲーション
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★確定申告で注意するポイント
は？よ

★人を採用する場合の助成金は

INFORMATION 　Q&A

★自家消費　家事関連費の区分がもれていませんか？
　　個人の所得税で一番大事なポイントは事業と家事の区分です。また家事用に消費
した分は原価で計上します。その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販
売する価額のおおむね50％に相当する金額以上の金額を対価の額とします。
★雑収入に給与や雑所得、利子所得になるものはないですか？
個人事業については利子は事業主勘定で処理します。会社役員が会社にお金を貸した
場合の受取利息は、雑所得として画定申告が必要になります。
学校医、産業医などのケースは給与所得　執筆、講演料などは雑所得となります。
★〆後の売上は？
〆後の売上は原則計上しなくてはなりません。ただし商習慣その他相当の理由により
、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業
年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認めると
いう通達もあります。　
★在庫の計上
小売り等の場合は実地棚卸を（原則単価は最終仕入原価）建設、製造のような原価計
算のある場合は、適正に期末仕掛品を期末棚卸に含めます。仕掛に含めるものは、当
期末までに売上に計上していないものに対応する原価です。原価については期末に金
額が確定していないものでも見積経費計上が可能です。
★保険料は
事業主の所得補償保険（従業員なら福利厚生費）、生命保険、自宅の地震保険　生命
共済などは経費になりません　中退共、特退共等は支払った金額を経費に算入できま
す。事務所の損害保険が経費可能（3年以上の返戻金がある場合は積立保険部分は資産
★経費になる税金ならない税金
経費になる税金は　事業税、固定資産税、消費税　です。自動車や不動産に関する税
金も経費可能です。　経費にならない税金は所得税、住民税です
★固定資産の取得価格に含めるもの含めないものは？
土地建物→固定資産税清算金、仲介手数料、1年以内に取り壊した場合の取り壊し費用
家屋の価格などは取得価格に含めます。

★茨城県で制度融資を受けている方で茨城県内で雇用をお考えの方
　茨城県事業復興型雇用創出助成金
　　条件：東日本大震災復興緊急融資を申し込んだ中小企業(運転資金除外）
　　　　　茨城県内(坂東市など一部除く）の労働者を雇用
　　　　　期間の定めのない労働者または1年以上の有期雇用で更新可能なもの
　　　　　助成額：3年間で短時間なら110万　短時間以外なら225万
　　　　　締め切りは27年1月7日～2月20日簡易書留　茨城県商工労働部労働政策課
　　　　　雇用対策室　
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〒300-0835
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税務・労務・許認可のワンストップ
事務所です。中小企業経営革新支援
機関認定事務所
★お得な助成金や融資制度 。
助成金・融資サポート
http://tsuchiuratax.jp/jyoseikinn/


